
 

 

平成 25年度 
東 大 和 市 地 域 公 共 交 通 会 議 

第 ４ 回 

 

日時：平成２６年  ３月２７日（木）     

午前１０時～午後０時１０分  

場所：東大和市中央公民館３０１学習室   
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１．次第  

  １ 事務局から庶務報告  

 

  ２ 座長挨拶  

   

３ 議事  

    （１）コミュニティバスルート変更案について  

        

（２）運賃の改定について  

 

    （３）その他  

 

     

 

 



 

 

２．会議内容  

 

・議事（１）について、前回会議で事務局が提示したルート案（２案）を再検

討した結果を反映させ、再度ルート案として提示し、協議を行った。  

基幹（循環）ルートについては、前回同様、案のとおりで合意が得られた。  

（多摩湖への乗り入れについては、検討を続けることとする。）  

準基幹（往復）ルートについては、事務局方針として「変更案その２」とし

たい旨を説明。この案で合意が得られた。  

※「変更案その２」・・・玉川上水駅～市民体育館～市役所～仲原四丁目～

第五小学校～ハミングホール～東大和市駅を結ぶ往復ルート  

 

   各ルートについて、運行間隔や時刻、バス停の詳細等は今後調整を図ること

となる。  

 

 

・議事（２）について、今後の協議に向けて、事務局から以下の方針を説明。  

 

①運賃（大人）設定の基準を民間路線バス初乗り運賃としたい  

②子ども運賃について、１００円としたい  

 

   ・委員からは、民間路線バスの運賃体系との比較や、収支予測をより詳細に

行うべきとの意見があった。子ども運賃の設定も含め、次回会議で検討資料

を提出し、さらに協議することとなった。  

 

   

・議事（３）その他について、下記の事項における事務局の方針を説明。  

  

 ①予備車両の配置について  

  ・安定的な運行を確保するため、市所有の予備車両の配置の考え方を説明。  

  運行事業者（西武バス）からは、現在は自社所有の予備車両で経営努力し

ていることも考慮してほしいとの意見があった。今後も検討をしていくこ

ととなった。  

  

②利用促進策及び運賃以外の収入確保策について  

  ・利用促進のため、観光地や公共施設（博物館等）の最寄りのバス停に副

停留所名を設定する案を説明。基本的には承認された。利用促進に関して、

イベントの実施等の検討も必要であるとの意見が出された。  

 

 ③『（仮称）東大和市コミュニティバス等導入ガイドライン』について  

    ・前回会議で平成２６年度に策定予定としたガイドラインについて、骨子

案を説明。  

      委員からは、昨年施行された交通政策基本法や、その他関連する法律



 

 

を参考とした検討や市民発議の計画段階で運行事業者に確認してもらう

よう協力を求める旨を盛り込むべきとの意見が出された。  

 

   ④今後の進め方について  

    ・現時点での運行開始までのスケジュールを説明。委員からは、特に変更

によってバスルートが廃止となる地域には、早めの周知が必要であると

の意見が出された。  

 

   ※次回会議については、５月上～中旪の開催予定で調整することとなった。  

 

 

３．傍聴者    ３人  


